
おいてパークボランティア（約１，７００名）を養
成し、その活動に対する支援を全国２５国立公園
等４０地区で実施した。
多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共

に社会に参加し、支え合う「共生社会」を築い
ていくためには、地域住民やＮＰＯ等による社
会活動の充実が必要不可欠であるという認識の
もと、社会活動の中心的担い手となるリーダー
を養成する「青年社会活動コアリーダー育成プ
ログラム」を実施している。
このプログラムは、高齢者分野において社会

活動にたずさわる日本の青年を海外へ派遣する
とともに、海外の民間組織で活動する青年リー
ダーを日本に招へいし交流することで、我が国
の社会活動の中核を担う青年リーダーの育成と
相互のネットワークの形成を目指すものであ
る。
平成２１年度は、１０月に日本青年９名を英国へ

派遣し、英国の高齢者政策を学ぶとともに高齢
者支援活動の現場を視察し、そこで活動する青
年達との意見交換を行った。また、翌２２年２月
に英国、フィンランド及びドイツの高齢者分野
で活動する青年リーダー計１３名を日本に招へい
し、セミナーへの参加や現場視察等を行い、日
本青年との意見交換等を行った。

４ 生活環境

「生活環境」分野については、高齢社会
対策大綱において、次のような方針を示し
ている。

住宅は生活の基盤となるものであること
から、生涯生活設計に基づいて住宅を選択
することが可能となる条件を整備し、生涯
を通じて安定したゆとりある住生活の確保
を図る。そのため、居住水準の向上を図
り、住宅市場の環境整備等を推進するとと
もに、親との同居、隣居等の多様な居住形
態への対応を図る。また、高齢期における
身体機能の低下に対応し自立や介護に配慮
した住宅及び高齢者の入居を拒否しない住

所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数

北海道 １，５５８ 神奈川県 ２，４３３ 大阪府 ２，６４６ 福岡県 １，３０７
青森県 ２７９ 新潟県 ５１０ 兵庫県 １，４４３ 佐賀県 ２８６
岩手県 ３３０ 富山県 ２６４ 奈良県 ３２８ 長崎県 ４０５
宮城県 ５２８ 石川県 ２７１ 和歌山県 ２９４ 熊本県 ４７９
秋田県 ２１７ 福井県 ２１５ 鳥取県 １７８ 大分県 ４２４
山形県 ３３６ 山梨県 ３００ 島根県 ２１２ 宮崎県 ２９４
福島県 ５１７ 長野県 ７７６ 岡山県 ５１８ 鹿児島県 ５４１
茨城県 ４７９ 岐阜県 ５５８ 広島県 ５９４ 沖縄県 ４０２
栃木県 ４３８ 静岡県 ８９８ 山口県 ３４３ 都道府県計 ３５，７１８
群馬県 ６３９ 愛知県 １，２７０ 徳島県 ２５０
埼玉県 １，３７９ 三重県 ５０９ 香川県 ２３０ 内閣府 ３，０８８
千葉県 １，４８２ 滋賀県 ４５４ 愛媛県 ２９０ 全国計 ３８，８０６
東京都 ６，４１２ 京都府 ９５９ 高知県 ２４３

資料：内閣府大臣官房市民活動促進課（平成２１年１２月末現在）

表２－３－１９ 特定非営利活動法人の認証数



宅の普及促進を図るとともに、福祉施策と
の連携により生活支援機能を備えた住宅の
供給を推進する。
高齢者等すべての人が安全・安心に生活

し、社会参加できるよう、自宅から交通機
関、まちなかまでハード・ソフト両面にわ
たり連続したバリアフリー環境の整備を推
進する。
また、関係機関の効果的な連携の下に、

地域住民の協力を得て、交通事故、犯罪、
災害等から高齢者を守り、特に一人暮らし
や障害を持つ高齢者が安全にかつ安心して
生活できる環境の形成を図る。
さらに、快適な都市環境の形成のために

水と緑の創出等を図るとともに、活力ある
農山漁村の形成のため、高齢化の状況や社
会的・経済的特性に配慮しつつ、生活環境
の整備等を推進する。

（１）安定したゆとりある住生活の確保
本格的な少子高齢社会、人口減少社会を迎

え、現在及び将来における国民の豊かな住生活

を実現するため、平成１８年６月に「住生活基本
法」（平成１８年法律第６１号）が制定された。
「住生活基本法」においては、住生活の安定

の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関
して、４つの基本的理念（〔１〕現在及び将来
の住生活の基盤となる住宅の供給等、〔２〕住
民が誇りと愛着を持つことのできる良好な居住
環境の形成、〔３〕民間活力、既存ストックを
活用する市場の整備と消費者利益の擁護、〔４〕
低額所得者、高齢者、子育て家庭等の居住の安
定の確保）を定めるとともに、基本理念の実現
に向けた各主体の責務、基本的な施策等を定め
ており、同年９月には、同法に掲げられた基本
理念や基本的施策を具体化し、推進するための
基本的な計画として「住生活基本計画（全国計
画）」を閣議決定した（表２－３－２０）。

ア 良質な住宅の供給促進
（ア）持家の計画的な取得・改善努力への援助

等の推進
良質な持家の取得・改善を促進するため、勤

労者財産形成住宅貯蓄、独立行政法人住宅金融

目標 基本的な施策
目標の達成状況を示す成果指標

１ 良質な住宅ス
トックの形成及
び将来世代への
承継

［ユニバーサルデザイン化の推進］
・共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・
ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率

【１０％（H１５）→２５％（H２７）】

○高齢者、障害者をはじめとする多様な者が安全で快適な住生活
を営めるよう、住宅のユニバーサルデザイン化を促進する。

４ 住宅の確保に
特に配慮を要す
る者の居住の安
定の確保

［高齢者等への配慮］
・高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅のバリアフ
リー化率
一定のバリアフリー化（注１）

【２９％（H１５）→７５％（H２７）】
うち、高度のバリアフリー化（注２）

【６．７％（H１５）→２５％（H２７）】
（注１）一定のバリアフリー化：

２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当
（注２）高度のバリアフリー化：

２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及び車椅
子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当

○高齢者、障害者、小さな子どものいる世帯、外国人、ホームレ
ス等の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅ストックの有
効活用を図るほか、高齢者等の入居を受け入れることとしてい
る民間賃貸住宅に関する情報の提供等を行う。

○高齢者、障害者等が、地域において安全・安心で快適な住生活
を営むことができるよう、住宅のバリアフリー化や見守り支援
等のハード・ソフト両面の取組を促進するとともに、高齢者、
障害者等に配慮した賃貸住宅の供給や公的賃貸住宅等と福祉施
設の一体的整備を推進する。

※住生活基本計画（全国計画）における「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標」は、上記のほか「２ 良好な居住環境の形成」、
「３ 国民の多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備」がある。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/jyuseikatsu/hyodai.html

資料：国土交通省

表２－３－２０ 住生活基本計画（全国計画）における高齢社会対策に関する目標、成果指標及び
基本的な施策
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支援機構の証券化支援事業及び勤労者財産形成
持家融資を行っている。また、住宅ローン減税
制度について、適用期限を５年延長するととも
に、最大控除可能額の過去最高水準までの引き
上げや、個人住民税からの控除制度を導入し
た。さらに、認定長期優良住宅を新築等した場
合の所得税額からの控除制度を創設した。

（イ）良質な民間賃貸住宅の供給促進
高齢者世帯の増加に対応するため、「高齢者

の居住の安定確保に関する法律」（平成１３年法
律第２６号。以下「高齢者住まい法」という。）
に基づき、高齢者向けのバリアフリー化された
優良な賃貸住宅の供給の促進を図ることとして
いる。このため、地域優良賃貸住宅制度によ
り、整備費の助成、地方公共団体による家賃減
額に対する支援を実施している。また、住宅金
融支援機構において高齢者世帯向け優良賃貸住
宅融資を実施している。

（ウ）公共賃貸住宅の適切な供給
地域における多様な需要に応じた公共賃貸住

宅の供給を促進するため、以下の通り公営住
宅、都市再生機構賃貸住宅、公社賃貸住宅等そ
れぞれの目的に応じた住宅の供給に努めてい
る。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対

して良質な賃貸住宅の供給を行うことを目的に
整備が行われており、平成１９年度末のストック
は約２１８万戸となっている。
都市再生機構賃貸住宅は、大都市地域等にお

いてファミリー向け賃貸住宅を中心に供給され
ており、平成２０年度末の管理戸数は約７６万戸と
なっている。
公社賃貸住宅は、地方住宅供給公社により、

地域の賃貸住宅の需要状況に応じ、住宅金融支

援機構融資や地方公共団体融資等の資金を活用
して供給されており、平成２０年度末の管理戸数
は約１５万戸となっている。
また、既設公営住宅及び既設都市再生機構賃

貸住宅について高齢者の生活特性に配慮した設
備・仕様の改善を推進するとともに、特に老朽
化した公共賃貸住宅については、居住水準の向
上を図るため、建て替え・改善を計画的に推進
している。

（エ）住宅市場の環境整備
ライフステージに応じた住み替えや買い換え

を通じて既存住宅ストックを有効に活用し得る
ような市場を整備するため、既存住宅流通市
場、住宅リフォーム市場等の環境整備に向けた
施策を展開している。
また、訪問販売等による住宅リフォーム工事

契約に伴う被害が発生し、社会問題になってい
る状況を踏まえ、消費者が安心してリフォーム
や耐震改修ができるよう、全国の都道府県・市
町村で約１，５００箇所のリフォーム相談窓口を設
置している。
さらに、「明日の安心と成長のための緊急経

済対策」（平成２１年１２月閣議決定）で創設され
た住宅版エコポイント制度において、エコリ
フォームと併せて行うバリアフリーリフォーム
についてポイント発行対象とし、住宅の省エネ
化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進して
いる。

イ 多様な居住形態への対応
（ア）持家における同居等のニーズへの対応
高齢者の多様な居住形態に対応した住宅供給

を促進していく必要があるため、住宅金融支援
機構において、親族居住用住宅を証券化支援事
業の対象としているとともに、親子が債務を継



承して返済する親子リレー返済（承継償還制度）
を実施している。

（イ）高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化
民間賃貸住宅においては、家賃滞納等への不

安から高齢者の入居が敬遠される事例が見られ
ることから、高齢者住まい法に基づき、高齢者
の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧や、高
齢者居住支援センターにおいて登録された賃貸
住宅（登録住宅）に入居する高齢者世帯の家賃
に係る債務保証を行うことにより、高齢者の居
住の安定確保を図っている。なお、当該家賃債
務保証制度においては、家賃債務に加え、原状
回復や訴訟に要する費用についても保証の対象
にしている。
また、地方公共団体、NPO、社会福祉法人、

関係団体等が連携して、高齢者等に対する居住
支援等を行うあんしん賃貸支援事業により、上

記制度と併せ、高齢者等の入居の円滑化と安心
できる賃貸借関係の構築の支援に取り組んでい
る。

（ウ）高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅
の供給

公営住宅においては、高齢者世帯を優先入居
の対象とする老人世帯向公営住宅を供給してい
る。また、６０歳以上の者については単身入居を
認めるとともに、高齢者世帯の入居収入基準を
地方公共団体の裁量で一定額まで引き上げるこ
とを可能にしている。
都市再生機構賃貸住宅においては、高齢者同

居世帯等に対して、新規賃貸住宅募集時の当選
倍率優遇、既存賃貸住宅募集時の優先申込期間
の設定を行うとともに、１階又はエレベーター
停止階への住宅変更を認めるなどの措置を行っ
ている（表２－３－２１）。

年度 老人世帯向
公営住宅建設戸数

地域優良賃貸住宅（高
齢者型）管理開始戸数

都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数 住宅金融支援機構の
割増貸付け戸数賃貸 分譲 計

平成１０年度 ２，０５７ ３０５ ３，１４３ ５７１ ３，７１４ ３４，８３２
１１ ２，３３３ ３，９７４ ４，３４９ ５３１ ４，８８０ １１，８３１

（９４６）
１２ １，４７６ ６５ ８，２６５ ２１２ ８，４７７ ４，９５１

（２，３１７）
１３ １，２１６ ５，３９２ １０，３４４ １２３ １０，４６７ ２，８２２

（４，９６３）
１４ １，２０３ ４，７５１ ８，９５９ １４９ ９，１０８ １，１１５

（４，１１７）
１５ ６２７ ４，２０４ ７，５７４ ４５ ７，６１９ ５５８

（３，５２４）
１６ ７２４ ４，３８０ ５，５１０ ０ ５，５１０ ２４４

（３，３５３）
１７ １，３３３ ４，３５５ ２，９４４ ０ ２，９４４ ６０

（１，６６２）
１８ ８５９ ３，３５９ ２，９５７ ０ ２，９５７ １８

（１，２９４）
１９ ５２５ ３，１１７ １，５２９ ０ １，５２９ ０

（８４３）
２０ ３７４ ２，９８４ １，２２１ ０ １，２２１ ０

（６８４）

資料：国土交通省
（注１）平成１７～２０年度の老人世帯向公営住宅建設戸数については実績見込みである。
（注２）地域優良賃貸住宅（高齢者型）管理開始戸数は高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始戸数を含む。
（注３）都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数には、障害者及び障害者を含む世帯に対する優遇措置戸数を含む（空家募集分を含む）。
（注４）優遇措置の内容としては、当選率を一般の２０倍としている。（平成２０年８月までは１０倍）
（注５）（ ）内は高齢者向け優良賃貸住宅戸数であり内数である。
（注６）住宅金融支援機構の割増（平成１０年に制度改正）貸付け戸数は、マイホーム新築における高齢者同居世帯に対する割増貸付け戸数であ

る。この制度は平成１７年度をもって廃止されたが、平成１７年度中に申込みを受け付けた貸付け戸数を平成１８年度以降に表示した。

表２－３－２１ 公営住宅等の高齢者向け住宅建設戸数
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（エ）高齢者の高齢期に適した住宅への住み替
え支援

高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い住
宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを
円滑化する高齢者等の住み替え支援制度によ
り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住
み替えを支援している。
また、同制度を活用して住み替え先住宅を取

得する費用について、住宅金融支援機構の証券
化支援事業における民間住宅ローンの買取要件
の緩和を行っている。

ウ 自立や介護に配慮した住宅の整備
（ア）高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建

設及び改造の促進
加齢等による身体機能の低下や障害が生じた

場合にも、高齢者が安心して住み続けることが
できるよう、「高齢者が居住する住宅の設計に
係る指針」（平成１３年国土交通省告示第１３０１号）
の普及など住宅のバリアフリー化の施策を積極

的に展開している（表２－３－２２）。
また、高齢者に配慮した住宅の供給促進を図

るため、高齢者の生活を支援する施設が合築・
併設された高齢者向け優良賃貸住宅の供給を促
進している。
さらに、高齢者等が居住する家屋のバリアフ

リー改修工事を行った場合の所得税額からの控
除制度を創設するとともに、バリアフリー改修
税制の適用期限を５年延長した。
住宅金融支援機構においては、高齢者自らが

行う住宅のバリアフリー改修について、高齢者
向け返済特例制度を適用した融資を実施してい
る。また、証券化支援事業の枠組みを活用した
優良住宅取得支援制度により、バリアフリー性
能等に優れた住宅に係る金利引下げを行ってい
る。さらに、住宅融資保険制度を活用し、民間
金融機関が提供する住宅改良等資金に係るリ
バースモーゲージの推進を支援している。

（イ）公共賃貸住宅
公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を

推進するため、新たに供給するすべての公営住
宅、改良住宅（不良住宅密集地区の改良等によ
る住宅）及び都市再生機構賃貸住宅について、
段差の解消等の高齢化に対応した仕様を標準化
している。
この際、公営住宅、改良住宅の整備において

は、中層住宅におけるエレベーター設置等の高
齢者向けの設計・設備によって増加する工事費
について助成対象としている。都市再生機構賃
貸住宅についても、中層住宅の供給においては
エレベーター設置を標準としている。

（ウ）住宅と福祉の施策の連携強化
高齢者住まい法の一部を改正し、当該法律を

厚生労働省との共管法に改め、国土交通大臣と

○ 趣旨
・高齢者が居住する住宅において、加齢等に伴って
心身の機能の低下が生じた場合にも、高齢者がそ
のまま住み続けることができるよう、一般的な住
宅の設計上の配慮事項を示すとともに、現に心身
の機能が低下し、又は障害が生じている居住者
（要配慮居住者）が住み続けるために必要とされ
る、当該居住者の状況に応じた個別の住宅の設計
上の配慮事項を示すもの。

○ 主な内容
・一般的な住宅の設計上の配慮事項
①住宅の住戸専用部分に関する部屋の配置、段
差、手すり、通路・出入口の幅員、階段、便
所、浴室等

②一戸建て住宅の屋外部分のアプローチ、階段等
③一戸建て住宅以外の住宅の共用部分及び屋外部
分の共用階段、共用廊下、エレベーター、アプ
ローチ等

・要配慮居住者のために個別に配慮した住宅の設計
の進め方
①要配慮居住者及び住宅の特性の把握
②住宅の設計方針の検討及び住宅の設計
③設計の反映の確認

資料：国土交通省

表２－３－２２ 高齢者が居住する住宅の
設計に係る指針の概要



資料：国土交通省

公共賃貸住宅
（公営住宅等）
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　　　等

福祉行政

厚生労働大臣が共同して基本方針を策定した。
また、この基本方針に基づき、都道府県におい
て、高齢者の居住の安定の確保に関する計画を
定めることを支援している。
加齢等による身体機能の低下や障害が生じた

場合でも、可能な限り自立かつ安心して在宅生
活を営めるようにするためには、住宅設備等の
ハード面での配慮に加えて、医療・福祉サービ
スといったソフト面からも生活の支援を行って
いくことが重要である。このため、福祉施策と
の連携を図りつつ、高齢者向けの公共賃貸住宅
の整備を積極的に推進している。
前述のバリアフリー化された公営住宅等の供

給とともに、ライフサポートアドバイザーによ
る日常の生活相談、安否確認、緊急時における
連絡等の生活支援サービスの提供を併せて行う
シルバーハウジング・プロジェクトを実施して
いる（平成２０年度末現在、８５８団地（２２，９８５戸））。
あわせて、民間の土地所有者等が供給する高齢

者向け優良賃貸住宅や高齢者専用賃貸住宅等に
ついても、生活援助員の派遣に対し支援を行っ
ている（図２－３－２３）。
また、一定の要件を満たし都道府県知事に届

け出た高齢者専用賃貸住宅を介護保険法の特定
施設として取り扱い、さらに一定の人員基準等
を満たした場合には特定施設入居者生活介護の
指定を受けられることとして、住宅と福祉の施
策の連携を図っている。

（２）ユニバーサルデザインに配慮したまちづ
くりの総合的推進

バリアフリー施策を効果的かつ総合的に推進
するため、平成１２年３月、閣議口頭了解により
「バリアフリーに関する関係閣僚会議」が設置
され、１６年６月、同会議は政府が一体となって
バリアフリー化に取り組むための指針として
「バリアフリー化推進要綱」を決定した。しか
しながら、障害の有無、年齢、性別等にかかわ

図２－３－２３ シルバーハウジング・プロジェクトの概念図
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